
防災の日について防災の日について防災の日について

※問い合わせ先　稚内地方気象台（電話：0162-23-2679）

　9月１日が「防災の日」なのをご存知でしょうか。なぜ9月1日が「防災の日」
になったかというと、一つ目は、関東大震災の発生した日であること、二つ
目は台風シーズンの最盛期を迎える時期だからです。また、「防災の日」を
含む一週間を「防災週間」としています。この「防災の日」「防災週間」は政府、地方公共団体等防災
機関をはじめ、広く国民が台風・豪雨・豪雪・洪水・高潮・地震・津波等の災害について認識を深めるとともに、
これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減に役立てることを目的に創設
されました。
　では「防災」とは、どんな意味を持っているのでしょうか。「災害を未然に防止する」「災害が発生した
場合における被害の拡大を防ぐ」「災害の復旧を図る」ことが災害対策基本法で定義されています。
　災害時に助けになるのが日頃の備えです。自分で対処できるよう準備しておきましょう。
１、自分の身は自分で守りましょう。棚が倒れたり、高いところから物が落ちたりすることがあるので、机
の下などに隠れて身体を守りましょう。あわてて逃げると割れたガラス等で怪我をすることがあるので、慎
重な行動を心がけましょう。
２、正しい情報を確認しましょう。テレビ・ラジオ・携帯端末等で最新の天気予報や警報・注意報を入手
しましょう。緊急地震速報や津波警報・注意報などの報知があった場合は、落ち着いて対処しましょう。
３、災害時は家族に安否を知らせましょう。災害時に心配なのは離れている家族の安否です。携帯端末
等の災害用伝言サービスが各携帯電話会社に用意されていますのでいざという時に使えるように事前に確
認しておきましょう。
４、非常持出品を準備しておきましょう。災害がおきると避難所の生活を余儀なくされることもあります。
そういう場合に備えて、避難のときに持って逃げる「非常持出品」と、災害後の生活を支える「非常備蓄品」
に分けて用意しておきましょう。また、持病がある場合は常備薬をすぐに持ち出せるようにしておくことも大
切です。
　ここまでの４点を「自助」といいます。この他に地域で周りの人たちと助けあう「共助」、役場や消防・警察、
自衛隊等が行なう「公助」があり、自助共助公助互いに連携し一体となることで被害を最小限にし、早期
の復旧・復興につながります。
　大災害はいつ起こるともかぎりません。だからこそ日頃の備えが肝心です。あなたも今すぐに行動開始！
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平成２７年度省エネ・再生エネ等補助制度をご利用ください平成２７年度省エネ・再生エネ等補助制度をご利用ください
住宅用太陽光システム設置費補助制度

【申請期限】平成２８年２月２９日まで
環境保全意識の高揚及び温室効果ガスの削減を促進します。

電気自動車等導入促進補助制度

【申請期限】平成２８年２月２９日まで
環境負荷の少ない電気自動車の導入を促進します。

家庭用LED照明等購入費補助制度

【申請期限】平成２８年３月１８日まで
電力使用量の削減及び温室効果ガス削減を促進します。

※詳細については、町HPをご覧いただくか総務課企画振興グル
ープへお問い合わせください。

問い合わせ先
総務課企画振興グループ　電話5-1111（内線222、223、224）　告知端末機5-8812

13　◀ほろのべの窓　2015.9月号


